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米

國
憲
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大

統

領

の

權

能

(

其
ニ)

>

冲

+
倉

和

市
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米
國
大
銃
領
の
權
力
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漸
次
强
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國
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多
數
於
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す
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所
の
計
書
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行
す
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き
こ
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岡
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す
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に
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'.

て
國
民
砍
前
述
せ
る
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き
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下
に
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達
為
す
石
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制
す
る
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國
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遂
に
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な
る
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壤
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す
る
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0
る
べ
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明
»
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み
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0

國
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壤
せ
ら
れ
、

.

公
衆
の
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抗

し

能

は
.̂

る
の
狀
況
に
沈
論
せ
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か
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衆
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蘭
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代
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す

る
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統

領
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狀
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な
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ら
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得
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暴
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年

下

院

の̂
#
に

於V
.

氏

は.
其

有

名

な

•
る

演

說

に

於

て 

揭

主'黨
の
惡
詈
に
答
へ
て
日
く
、

て
ィ
ン
デ
ィ
ヤ
ナ
州
ょ
ろ*

れ
.る
予
の1
友
人
は
云
べ
6
 

:『

諸
君
救
衷
心
よ
ろ
画
民.を
1
^

す
| ,.

$
の
な
6

や』

.

ip.

之
れ
顔
'石

適

：切

な

る

疑

_

«

6
。1
諸
君
0

中
或
爷 

の.
は
此
問
題
に
對
し
て
大
要
卞
の
如
く
答
へfc6

。
日 

く

『

吾
人.
は
誠
に
衷>
&
ょ
6

國
民
：を
信
用
す0

左
れ
と
一 

大

^

^

.

亦

國

會

と

等

し

 
<
國
民
、の
.代

表

者

に

非

す 

.
や』

と

.°
固.
ょ

ゲ

或

意

味

に

於

.
て
、
3t
或
程
度
に
於V

 

は
大
統
領.
«
國
民
の
代
表
者
な.
6

i
云
ふ
乙.
と
を
得
可i 

し
。.
彼.
沢.
國
會
議
員
}

等
し
く
國
民
の
選
定
：

U

ょ
，る
务 

0

な
，る
は
疑
後
き
所«

6

0
左
れ
ど
彼
は
果
しy

全
國 

.
の
各
地.
方
ょ
4

選
出
せ
ら
れ
货
る
.三
百
の
代
議
員
め
如
一 

く_

民
の
要
求
を
知
了
す.
る
乙
と
を
得
る
か0
之
^
事

| 

物
本
然
の
性
質
上
本
可
能
な
る
所
に
は
非̂
る
於
。
若 

■
し
巣
しV

可
能
な
6

と
せ
ば
國
會
開
設
©
必
製
は
何
所 

に
あ
6

や
。
憲
法
於
立
：
.
法
に
關
，しy

大

^

^

に

不

裁

可
 

'
の
權
を
興
へ̂

る
は
萬
人
の
.知a
所
な
6

0
左
朴
ど
此 

不
裁
可
權
を.
政
綱
其
他.
の
手
段
方
法
と
連.
絡
し
以
て
.大 

V
統
領
を
しy

立
，法
の
全
權
：を'其
馨
中
に
悅
む.
る
こ
と
を\ 

得
せ
し
0

み
は一

-

否.
實
際
上
收
め
次
る
を
得̂

る

に\ 

•
至
S

し
む
る
は
*

し.y

正

當

な

や

。
之
れ
香
黨2
.絕

: 

.
蕾

U
.

否
襄
レ
反
對
す
る
所
な
ろ
。
.
之
れ
テ
：1

一
フI 
s

.

一
の
反#

す
る
所
な̂

^

之
れ
吾
人
と
諸
君4
0 .
間
に
相. 

赛
る
、
乙
と
能
は.
^
る
意
見
の
.相
違
を
形
成
す
る
の
因 

^
6

と
す
9

換
言
ず
4

ば
斯
く
立
法
の
權
能
を
移
し
て 

老
を.
大
統
傲
一
人
の
掌®

に
$

1
.

は
之
^

W

大
な 

一る.權
能
を
人
民
のs

 
a

s

せ
る
％
の

よ

ん

奪. 

言y
.、

能
く
之
を
了
解
せ̂

、
否
了.
解
す
る

.̂

と
能»

^

る
劣
の
へ
手
に
委
せ
ん
と
ず
る
爷̂
な
シ
。.

:

,
 

氏
の
見
解
は
啻
に
穩
健-«
る
の
み
な
ら
ず
、
論
理
整
然
所 

雨
一
一
絲
亂
れ

#

る
名
の
あ
る
を
以v

特
に
床s

所
言
な
•る 

C
?:
を

指

摘

せ

次

る

名

尙

能

く

人

を

し

て

其

_

に

服

せ

し 

む
#
0
力
あ
る
？.Q

な
6

。
左
れ
ば
政
の
.名
を
冠
す
る
こ 

よ
ッ
ひ
て̂
I

^

^

.̂E
に.|

段
の
光
輝
を
糟
す
名Q

な 

6
0_ 

i

庇
は
大
統
領
と
な6
<

滕

代

の

要

：求

上

先

®

の

-#
-
て

馨

握

し

长

る

こ

と

な

き

程

の

廣

汎

な

る

權

力

を

行 

使
^
る

こi

i
.̂-
o
きo

左
れ
'ど
氏
は
氏
を
し
て
斯
か
る 

地

~'
&
に

立*
^
る
?:
;
得.
^
る
1C
至.
ら

し

め̂

る
®

世

の

狀 

況
！眨
付
き
て
大
に
悲
み
*
6
き
0
左
れ
ば
}K；

氏
に
借
す
に 

年
^
以
ズ
し
、
氏
を
し
て1

般
の
狀
勢
好
常
態
に
復
歸
す 

る
0
扃
を.
待

：
つ:£
を

得

せ

し

怂

允

ら

ん

.
に.
は
、
庇
は
直
ち



に
輿
拿
裡
：
^

存

在

す

る

廣

沉

な

.
る

權

カ

'?
:

返
還
し
、
；退
い.

；
.

.

^

於.
て.
-«

緊
喪
な
る
こ
と
に
腐
す
。

て
其
通
'#
5

權
域
を
確
守
も
杧6

し

や

疑

：な

き

所

な

6
0: 

|
加
之
迦
».
上

の

：
問

題

.
は
？
て.
，措
き
盧
弱
：な
る
行
政
部
は
實 

.

.
斯
く
云.
ベ.
ば
と
て.
吾
人
は
決
し.
て
行
政
部
の
權
カ
は
薄|

際
に
於
て
必
承
弊
政
を
招
致
す
る
の
み
な
ら
梦
、
大
統
«
 

弱
な
ら
次
る
：可4.

ら
梦
i

l
M
lc
非
；

SKO

、.法
令
の
規
定
に|

に

し

て

優

秉

斷
I

ん
か
國
#

於
«

|

る
場
合
又
亦 

よ
4:
て
行
政
部
财
有
す
る
義
務
及
び
權
限
は
頗
る
廣
汎
に

|

し
く
、
之
に
伴
年
て
合
醫
の
憲
法
上
に
設
け
ら
れ
把
る 

し
：

K

才
能
絕
倫
な
る
政
客
沢
其
手
腕
を
振
ふ
に
足
る
名
の
：
一
他
の
機
關
の
本
能
を
名
破
壞
す
る
，に
至

.
る
可
しC

'

. 

n

o

其

範

靨

に

於
<

€

部
の
貴
任
者I

揮

|

:
兹
fc
注
意
す
可
I

、
#
人
は
大
統
領
は
如
何
な
る
場 

す
る
^

：

■勞
及
び
創
設
的
の
活
動
财
愈
々
大
な
る
に
.
'|

令
に
於
て
義
し
て
立
法
に
參
與
す
可
か
ら
卞

〜

主
張
す 

從
つV

彼
好
國
家
を
益
す
るt

と
名
亦
愈
々
大
な
る
名
の|
言
名
の.
に

非

营

黠
|

£

ず
0 :

元
來
大
統
領H

 

I

。
此
黯
に
關
す
る
ヤ
ミ
ル
ト
：

\
氏
の
：所
說
に
日
く
、
r

l

の

政

醫
f

て_

せ
ら
れ
、
其
黨s

代
表
者
と 

善
良
f

政
府
の
®

義
に
於
て
缺
く
可
於
ら
次
る
要
件t

<
自
黨
の
公
表
し
杧
る
政
綱
を
；提
げ
て
國
民
り
翁
に
立 

&

活
氣
か
行
政
澍
に
充
滿
す
可
き
.
こ

-<
!:
な
6

と
す
0
’這
|
づ
名
の
な
6

0
茲
を
以
て
世
人
は
通
常
大
統
領
を
宇
ん
で 

は
翁
の
侵
入
に
對
し5

家
を
防
禦
すI

缺
く
可
其
所
屬
政
黨
の
首
餌
な
ぅ
ぇ
稱
ず
る？

'
^

^
—!
,̂
. 

か
ら
f

n

梦
國
內
に
於
て
法
令
の
就
行S

首
て
當
該
大
統
領.
S

所
属
政
黨
0
實
際
上.
の
首
8|
な 

保
^

Q±.

に
於
て
？
、
不̂1
則
叉
は
高
壓
的
な
る.
勢

力.

拳
や
、
將
把
單
に
名
義
上
の
者f

や
はj

に
其
人
の
®

. 

.
の
合
同
舣
脖s

義
の
常
道
を
逸
す
るS

き
行
動
あ
入
的
性
格
：の
如
何

ii

よ
る
名
の
な
ぅ
と
ずo
.

&
f

付
き 

.
る
場
冶
に
之
を
抑®

し
て
財
產
椹
の
安
固
を̂

^
る

上| 

V
、

注
意
す
可
き
は
一
の
政
黨
の
傾
袖
杧
る
こ
ど\

J
裁 

愛

野

心

、

叉
は
無
政
府
主
義
に
基

頭

領

^
る
こ

.
と
、
の
間u

は
重
大
な
る̂

g

t

、名
の
な 

•
く
^

画
-3
1

は
侵
--
#

に
對
し
國
^

の
浪
曲
を
媒̂

^
る

點

；
こiな

..e
v
O

固
よ
6
政
黨
の
滇
袖
に
し
て
大
統
領0
:®

n

に
就
き
长
る
場
合
に
は
官
職
上
の
地
位
高
き
が
故
に
自
然
於

V
:

果
し
て
成
功
す
'る
や
否
や
は
全
く
彼
の
所
論
が
論
理 

全
黨
員
の
尊
徽
を
博
す
る
に
至
る
可
き
は
勿
論
な
6

と

雖

明_

に
し
<
黨
員
を
納
得
せ
し
む
る
に
足
る
の
カ
あ
る
や 

%

彼
は
決
し<

其
所
属
政
黨
の
領
袖
の
ー
人*

る
以
上
«:
|
否
や
に
ょ
る
名
の
に
し
て
毫
ぢ
其
官
職
上
の
地
位
に
關
係 

る
可
か
ら
3'
る
名
の
な
6

、

如

何

と

な

れ

»
.
ー

 

の
政
^
|

に

j

.̂

き
^p

の.
^
6
と
す
0

要
言
^
s
^
wr
大
妒
領
はr
c

せ
る 

し
て
絕
對
に
或
一
人
の
意
思
に
隸
從
す
.
る
^
至
ら
ん4

、

點
逭
は
其
權
勢
を
行
使
す
！？
き
名
の
な
れ
ど
名
、
‘其
以
上 

其
全
權
者
於
合
衆
國
の
大
統
領̂
る
と
他
の
人̂

る
と
を
に
及
ぶ
可
か
ら
次
る
名
の
な6

と
す
。
然
る
に
今
若
し
大 

.
問
は
す
其
政
黨
は
活
力
と
獨
立
の
精
神
を
失
a

到
底
國
家
統
領
は
立
法
の
全
權
を
握
有
せ
次
る
可
か
ら
す
と
な
し
、 

t

對
し
て
有
力
な
る
貢
獻
を
な
す
の
能
力
な
き
に
至
る
％

叉
、は
彼
に
し

V
,

國
會
を
督
勵
し
一
般
國
芪
の
要
求
す
る
所 

の
な
れ
ば
なA
o

之
と
等
し
く
大
統
領
の
地
位
に
あ

る

名

を

法
律
と
な
^
し
む
る
こ
と
能
は
次
る
と
き
は
彼
は
其
失 

自
黨
中
に
あ
ム
七
大
な
る
勢
カ
な
き
名
の
は
孱
弱
無
氣
カ
敗
0
責
に
任
せ
ぎ
る
可
於
ら
岁
と
な
す
と
き
は
、
遂
に
大 

に
し
て
到
底
其
課
せ
ら
れ
把
る
責
務
を
果
す
乙
と
能
は
次
•

統
領
を
しV

國
會
の
反
抗
に
遭
遇
す
る
と
き
は
臨
機
國
會 

る
名
の
な
6

0
然
ら
ば
大
統
領
な
•る
名
の
.

は
自
黨
領
袖
の
を
强
制
す
る
の
便
法
を
講
せ
し
む
る

U

至
る
可
く
、
叉
彼 

一
人
と
し
て
自
尊
自
重
し
、
黨
內
の®

々
^
る
紛
爭
叉
は
を
し
て
自
己
の
失
敗
を
他
に
轉
嫁
す
る
を
得
せ
し
む
る
の 

純
然
^

る
個
人
的
抓
礫
等
に
關
與
ず
る
こ
と
な
く
、
政
治
結
巣
を
生
梦
可
し
。
事
玆
に
至
ら
ば
大
統
領
の
權
能
は
却 

上
の
楷
镍
者̂

し
て
其
勢
カ
を
自
黨
舣
天
下
に
公
け
に
し

V

其
權
能
に
ょ6

<
艾
除
せ
ん
と
企
だ
て
女
る
害
惡
を
構 

*

石
主
義
綱
領
一
の
實
現
に
傾
倒
す
可
き
.
名
の
な
み
。
卽

ち

成

す.
る
の
機
關
と
な
る.
に
至
る
可
し
。

彼
は
他
の
領
袖
と

.1

致
協
力
しy

其
黨
員
を
鞭
撻
し
彼
等\

合
衆

11
|

に
し.

て
上
來
論
述
せ
る
於
如
.き
危
險
を
避
止
せ 

を
し
て.
上
述
せ
る
於
如
き
目
的
を
實
行
す
る
に
必
要
な
、る

ん

，こ
欲
せ
ば
須
ら
く
其
當
勒
確
立
し
^
る
所
の
主
義
原
則 

施
設
を
なr

f

し
：

§

次
る
可
か
ら^

。
彼
好
斯
種
の
努
力
に
に
俊
歸
せ

^

る
可
や
ら
少.

0.

然
6

而
し
て
同
國
财
其
當
初



■ 

,
 

0

-

錄

'
' 

、
 

.

.

.ー'.
九
0
'

釣
原
則
に
復
歸
す
る
乙i

を
得
る
は
、
唯
同®

民
奴
槪.
ね

化

に

對

し
>

貲
做
を
以
で
幾
多
の
著
書
辯
論
よ6

%
遙
於 

之
を
維
持
す
る
の
得
策
な
る
を
了
得
し
杧
る
後
な
6.

と
す
に
有
効
に
反
對
の
決
意
を
表
明
せ
ん
.
と
す
る
名
の
な|
 

敖
に
建
國
當
初
の
尊
敬
す
可
き
觀
念
矽
果
し
て
維
持
せ

.
ら

一

；
之

を

氏

.
の
性
狀
及
び
行
動
に.
徵
す
る.
に

氏

は

將

，來

每

て
 

れ
fe
:w
き

や

否

や

は

I

一
般
の
輿
論
抓
前
述
の
見
解
に
賛
意

1̂

瑜
.る
d

な
く
、
今
日
迄
進
み
來i

/c
る
所
の
直
^

を 

>..
|:
表
す
る
に
至
る
や
否
や
に.よ
6

て
’定
凌
る
？
の
な6
? 

突
進
ず
る
な
る
可
し0
叉
氏»

合
衆
國
々
民
を
覺
葡
し
‘、皮 

牴
夯
.̂

现
太
&

領
タ
プ
ト
氏
は
此
緊
要
な
る
結
果
を
誘
致
で
等
を
し
：て
、
彼
等
は
旣
存
の
洪

#

に
對
し.
で
、
何
等
0
,侵
害 

す
る
上
に
於
て
は.
恐
ら
く
何
人
よ̂

P

最
名
適
當
な
る
人|

一
宏
加
ふ.
る
乙
^o

穴S 
く.
、
憲
法
上
；の
制
限
內
に
焚
<
、
能
く
今 

な
る
可
^
0

氏
は
元
來
法
曹
界
の
出
身
に
.

■しV
'

尊
法
の.
'念.| 
:日
の
難
關
を
切
拔
け
得
可
き
令0

な

る

こ

；
と

.を

悟

ら

し

め
 

は
最
名
深
く
其
腦
裡
に
刻
み.込
隹
れ
、
且
つ«

造
此
觀
念|

且
つ
彼
等
を
し
て
リ
ン
ヵ
ー
ン
の
，云
人
る
が
如
く
、
能
く 

を«

持
せ
ん-
^
す
る
の
決
心
を.
有
し
、m

に

敬

重

：す

可

き

：

1

己
の
境
墻
を
守
る
と
共
に
叉
能
く
其
|
^
|
|
內
に
存
在
す 

衡
平
の
觀
念i

、
冷
靜.
^
し
て
、.
加

於

名

巖

正

不

偏

な

る

一

る

自

己

：
の

所

有

物

を

最

^p

良.
好
^

る

狀

態

に

育
y

る
の
，
 

讲
斷
力
と
を*

す

る

の

倉

ら

卞

、
勝
與
並
ぴ
な
窆
を
以«

心
を.
抱

か

：
し

め

会

爲

め

に

努

力

す

る

な

る

可

し

o

氏 

V
、

明
白
な
る
義
務
の
遂
行
に
躊
躇
せ̂.

る

の

み

な

ら

步«

良
心
i

尊
法
的
精
神
と
の.
要
求
を
滿
足
せ
し
め
ん
栌® 

0
0
が
不
茈
义«.
不
當
な
6
/-

信
变
る
事
项
に
，
.
付
き.
.
て
は
、
め
令
日̂

至
名
«
幾
度
か
俗
流
の
批
難
玫
墼
を
甘
受
し
ヒ 

负
佴
e

輿
論.
の.
耍
求
あ
る
名
斷
乎
と
し
て
之
を
.
排
却
す
る
l.

t
JS
は
敌
ら
に
不
裁
可
權
を
行
使
す
る
か
、
或
は
他
.
I 

て
と
を
#

る
な
6

左
ォ
ば
氏
は
合
衆
國
民
に
對
し
で
、大
 

一
0

名
聲
を
糧
牲
に：

供
す
る..と.
き
、は
大
1C
自
5

の
勢
望
を
ー
尚 

統
領
の
如
何
な
る
名
め
；な
る
.
可
き
か
を
示
す
に‘最
名.
颁
當
一
I

得
る
こ
i

の

明

ら
//

7な
6
t

場
合
に
於
て
务m

し
て
、 

n

f

 
i
云
言
と
を
得
可
し0

要
す
る
.に

氏

は

今

欺
蓄

卑

信

行

動
i

'

l

t

f
 
•、
恰
か
I

巖 

や
合
衆
國
の
政
治
組
織
上
S

ら
ん
と
す
る
重
大I

變

の

如

く

に

立

も

、'頒

ぇ

し

て

、
其

織

告

を

.
覺

!
1
^
0

氏

&

现

今

合

漱

：國
に
.
取

シ

-<
最
务
务
喪.
な.
6
と
思
惟
す
4

欧.

'
«
«

る
’玫
擊
を
招
ぐ
に
至6
^

る
贫
(5
)
'
な

れ

ど

％
.

、

元

來
 

■

準
を
ぱ
適
法
汐
手
段
に
ょ
み
て
遂
行
せ
ん^

爲
め
不
橈
不
米
國
民
は
巢
氣
を
稱
！
^

、
公
平
：な
る
刿
斷
を
尊
敬
す
る 

屈
の
精
ガ
と
熟.
鍊
と
を
以
て
奮
闘
し
杧6
0

而
し
<

座

^

ー
 

凰
民
な
る
の
み
な
ら
ず
、

.1
4

!§腦
は

1'
般
に
明
哳
に
し< 

之
^

爲
：§
に
必
要
な
-»
法
令
を
制
定
せ
ん
舣
爲
め
に«

大
甚
思
想
は
本
來
溫
健
な
る
於
故
に
、
他
臼
虛
傭
と
離
媚
の 

統
領
の
^
!
1

に«

す
4

凡
て
の
手
段
に
訴
參
る
乙
と
を
辭
羞
雲
如
蔽
ふ
可
か
ら

.
次
^ ,
眞
理
と
理
牲
と
の
光
明
に
太6 

せ
^

6

ぎ
：0

期
く
て
擧_

の
不
滿
と
嗎
し
き.
批_

の

中

に
<

掃
ひ
去
ら
る
、
と
き
、
彼
等
は
彼
に
對
し

y

彼
於
當
然 

あ
6
V

名
爲
»

_

其
精
馨
の
安# ..
を
保
ぢ
得
祀6

き
0 

-
受
く
可
き
威
謝■と
讃
美
と
を
捧
ぐ
る
に
至.る
可
し
0

想
ふ 

,

:

若
し
夫4

峻
酷K

快
な.
る
攻
擊
に
遭
は
ん
沪
氏
は

I

切

不

に
#

衆
園
民
は
半
靜
の
狀
態
.に
あ
ら
ん
眼
ろ
政
體
の
變
革 

、亂
、；

自
己
の
双̂

に

繫

れ

；
る

貴

務

3

遂
行
に
焦
慮
す
る£
 |

を
企
だ
つ
る
炉
如
き
こi

な
か
る
可
し
。
左
：れ
ば
肺
日
の 

U

-J
:

ゲV

、之
ょ
6

生
す
る
烦
累
を
免/7.
?
れ
セ
タ
き.
0.
大
統
經
遊
す
る
に
從
ひ

<

彼
等
は
憲
法
め
條
規
.に
循
據
し
て
行 

■

領
妒
其
職
貴
の
遂
行
に
當6

で
偶
々
國
民
の
喝
釆
を
博
す
動

〗

し
、
以
て
彼
等
の
謬
見
を
叱
正
す
る
於
如
き
大
統
傾
に 

る
於
如
き
場
合.
に
あ
6

て
は
誠
實
に
其
職
務
を
行̂

乙

と

對」

し.
て«

相
當
の
謝
意? :
表
す.
石
&

至.
る
可
し
。
合
衆
國 

は
實
に
容
易
に
し
て
且
つ
愉
快
な
る
事
な6
0
:
左
れ
と
其
民
に
し
げ
憲
法
上
匕
何
等
の
規
定
な
き
職
貴
の
遂
行
を
大 

行
爲
好
直
接
眼
前
に
於
て
國
民
の
切
實
孓
る
希
望
を
滿
足ノ統
歡
伫.
迫

る

：は

之
4.

憲
法
0

尊
嚴
を.
冒
す
名
の
な6

と
の 

,

せ
し
む
る
に.
！̂
ら
梦
し
て
"

失
望
に
：基
く
國
民
怨
嗟
の
聲
|
眞S

を
|
度
了
解
^:
る
に
至
ら
ば
、
個-
<
統

治

：
の

制

度

若
 

が
茸
を
籩
す.
る
計
6

な
る
場
合
に
於
て
、
冷
然
と
し
て
其-.
ぐ

碌
1
揆
的
粮
神
に
ょ
る
統
治
の‘制
度
^

樹
立
'
せ
ら
1

、
'
 

職
務
に
從̂

レ&

之
^
_

だ.
眞
办
§

の.
：み
な
し
能
ふ
所
ー
财
齟
き*

は
全
く
除
か
#
、
$

«

過
去
に
於
け
る
安
寧 

5
6
0.

タ
ブ
ト
氏
は
誠
實
に
遺
德
上
及
ぴ
法
律
上
の
觀
念
.
.
の
«-
礎
杧
6

し
：と
同
滕
に
將
來
に
於
ズ
令
亦
希
肇
の
泉
源 

如
を
固
守
し
粑
る
が
爲
め
不
幸
に
し<

^
代
0:
±

人
ょ
ろ
^

杧
^
合
衆
國
憲
法
を
長
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:
芾
民
的
國
民
經
濟
學
と
社
會 

■

i
裏
的
國
民
經
濟
學I
接

近
.

:へ

：•高
：橋
誠
一

I
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郧

パ
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■
.

加
之
、.
：ベ
ルX

ス
タ
ィ

ン
は
マ•
ル
グ
ス
の
所
爾「

株
主 

等
は
遊
惰
安
逸
に
耽
る
者
の*

しS
 

|

階
級
を
形
成
す
る.

の.
で
あ
石」

■ 

の
-̂

想
を
以
て
毫
名
重
®
視
ず
る
に
足 

.

ら
次
る
名
の
と
看
做
し
て
ゐ
る
。
彼
は

「
あ
ら.
ゆ
る
株
主
を： 

以
て
悉
く
皆
遊
情
安
逸
を
貪
る
者i
爲
す
の
非
な
る」

を 

Is
め
、
縦
し
又̂

#

於
悉
く
皆
然-C

N
i

しy

名
マ
，ルv

ス 

の學
說
は
何
等
之
が
爲
め
に確

證

せ

ら

る

、

と

な

か

る

可

」 

き

を
認
め
ん
と
し
て
居
る
。
ベ
ル
ン
ス
タ
ィ

ン
は
Il
f,
點

にI  

關
し
て
能
く
實
際
の
事
精
と
適
合
し^

哲
理
的
の
概
括
論j 

を
表
明
し
て
ゐ
る
。
乃
ち
左.に
之
を
引
用
す
る0
日
く「

採 

策
は
哲
に
資
本
允
る
に
止
ら
梦
、
最
ぢ
党
全
な
'
る
形
1

を

ー
備
へ̂

資
本
^

あ
る
、
換
言
す
れ
ば
最
劣
崇
高
な
る
形
襞 

. 
一：？:
有
す
石
資
本
と
名
唱
へ
名
こ
ふ
沢
出
來
る

0

株
# '
は
實 

I

に
一
國
民
若
し
く
は
社
食
金
般
の
節
約
に
由
つ
て
常
に
本 

•I

業
に
の
み
孜
々
と
し
て
鞅
掌
す
る
こ
と
を
免
れ
杧
勞
働
の 

\

餘
*1
に
對
し<

振
出
さ
れ
*

手

形

で

あ

る

°

卽

ち

所

解

可
 

I

動
資
本
で
あ
る
。
而
し
て
安
逸
遊
惰
唯
だ
配
常
金
の
み
に 

\

灰
食
す
る
株
主
の
數
於
次
第
に
壻
加
し
て
、
此
に
彼
等
の 

.1

&

個
大
隊
と
名
稱
す
可
き
の
を
形
成
す
る
と
し
て^

P
、，

\

哉
名
嗬
ほ
彼
等
财
取.
に
存
從
す
る
こ
と
の
爲
め
に
、
彼
等 

I

芯

^

^

支

出

の

爲

め

に

ヽ

將

杧

叉

ゼ

社

會

上

彼

等

を

蘭

繞
 

I

す
る
幾
多
の
事
物
の
重
要
で
あ
る
财
爲
め
に
、
彼
等
は
社 

會
の
經
濟
的
生
活
上
最
名
有
力
な
る
一
婆
素
を
形
成
す
る 

名
の.
で
あ
る
0
1.
式」

は
企
業
集
中
の
傾
向
於
破
却
し
去 

\

つ
た
社
會
的
階
段
の
中
問
に
位
す
る
數
個
の
踏
段
を
再
び 

:
建
設
す
る
名
の
で
あ
る」

io 

ノ

更
に
株
主
等
が
一國
と
し
て
攻
離
^
れ
杧
安
逸
怠
惰
に 

，就s
て
尙
ほ
ベ
ル
ン
ス
タ
ィ
ン
の
所
言
を
敷
格
し
て
見
る 

i

株

券

や

倩

券

は

本

業

に

從

事

し

て

届

る

#
を

し

.て
能 

.く K
.
<
g
Q

生

活

や

世

界

の

猶

？

取

つ

y

頗

桑

要

な

事

ク5

.業
に
關
與
す
る
こi
を
得
せ
し
む
る
所
以
の
者
で
あ.る
。

つ
あ
る
名
の..で
あ
る
i
.の
社
會
主
義
者
の
主
張
の
當
に
破 

株
主
や
公
債
所
有
者
の
大
多
數«

槪
し
<
請
ふ
と
安
逸
遊
壞
せ
ら
る
可
き
こ
と
を
知
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
此
點
に

. 

惰
の
生
活
を
遂
る
爷
の
で
は
な
ぐ
し
て
、
却
つ
て
孜
々
營

|

於
て
ベ
ル
ン
ス
タ
ィ
ン
は
次
の
如
き
斷
案
を
卞
し
て
ゐ
る 

々
と
しV

自
家
の
職
業
に
盡
瘁
し
つ
、
あ
る
者
で
あ
る0

日
く 
：

『

近
世
に
於»
る
生
產
業
の
主
要
な
る
特
徵
と
認
む 

1

兀
ょ
6
彼
等
の
幾
分
は
遊
惰
の
民
で
あ■つ
て
、
或
は
低
襲

.
可
き
は
偉
大
な
る
勞
働
の
生
産
力
壻
加
で
あ
る
。
其
結
果 

0-.
懶
民
と
稱
ず
可
き
者
名
あ
る
で
あ
ら
ぅ
於
、
然
名
彼
等

\

は
。
梢
費
貨
物
及
び
商
品
の
金
產
額
に
名
亦
.
少
な
か
ら
 ̂

の
數
鉍
さ
ま
で
過
大
な
ら
梦
、
且
つ
又
人
爲
的
法
律
制
度
る
®

加
を
見
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
是
等
の
财
貨 

の
保
護
に
由
つ
七
彼
等
自
身
の
失
錯
の
责
罰
を
兔
れ
る
樣
は
如
|何
に
處
分
せ
ら
る
、
の.で
あ
る
沪
、
若
く
は
觅
に
精 

な
乙
と
於
無か

..

つ
t

な
ら
從
來
の
經
驗U

徵
しV

蠆
名
呪
密
に
爾
ふ
な
ら
ば
產
業
に
從
事
せ
る
^
*
者
が
興
取
得
す 

ふ
可
き
己
と
そ
な
い
の
で.あ
る
。
間
睱
の
あ
る
階
級
於:«
'る
勞
銀
の
高
に
制
限
せ
：ら
る
、
於
故
に
彼
等
好
自
ら
靈
. 

於.
つ

お

と

假

定

，し

杧

5:
;

ら
ば
、
人
世
を
修
飾
す
る
諸
般
の
一
し
得
石
限
度
以
上
に
生
產
し
允
所
謂
餘
剩
生
產
高
は
如
何 

藝
術
は
藎
し
發
達
し
な
が
つ
杧
仑
あ
ら
ぅ
、
而
し
て
又
社
一
に
處
一
分
せ
ら
る
>
の
で
あ
る
於
と
の
疑
問
を
提
出
し
な
け 

會
全
般
の
福
利
を
增
進
す
可
き
幾
多
の
發
明
は
今
日
尙
ほ

|

れ
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な
ら
ぬ
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所

謂

資

本

的

貴

族

は

能

く
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見
認
め 

.
求
だ
之
を
聞
く
こ
と
能
は*

しV

或
は
永
遠
に
世
に
出
づ
ら
れ
紧
る
ょ6
名
十
倍
名
廣
大/I
胃
贿
を
有
し
、
且
つ
又 

ふ
の
機
-̂

く
し
て
終
つ̂

で
あ
ら
ぅ
。
 

'彼
等
^

實
際
上
有
ず
る
ょ̂

^
十
倍
の
僕
挪
を
使M

し
#
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:

現
存
の
ft
舍〗

制
度.
の
下
に
於
け̂

生
產
の
貲
際
的
：

\ 
:る
^
名
知
れ
&
、
然
し
な
於
ら
事
實
左
様
と
し
て
名
彼
等 

を
：̂

に
玫
究
す
る
滕
は
叉
規
代
に
於v
tt
一
部
の『

胄

\

の
消
費
額»

之
れ
を
實
際
_
苌
經
濟
上
に
於
け
る
全
生
產 
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し
く
は「

資
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的
貴
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の
手
t
«

す
可
き
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產
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も
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石
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食
足
ら
&
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